
県の災害時医療について
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埼玉県保健医療部医療整備課
主幹 渡邉 直毅

資料２



災害時医療を考える （災害発生急性期に直面する課題）

需要 資源

○ 災害時には、医療の需要が急増する一方、医療資源（リソース）の不足により、診療機能が大幅
に減少することから、需要と資源のアンバランスが生じる。

○ このアンバランスが大きいほど、より壊滅的な結果をもたらす。

【平時】
・資源が制限されても、必要な医療を供給できる
備え（人材育成、施設・設備整備、BCP策定、訓練等）

【災害時】
・資源（人材を含む）の投入と、限られた資源を
効率的に使うための円滑・迅速な総合調整

重傷者800名・負傷者7,000名＋入院病床6万床
（首都直下地震想定）

・医師・看護師がいない
・電気や水が使えない
（人工呼吸器・モニター・電子カル
テ・人工心肺装置等の停止、手術不
可、検査不可、患者移動不可、夜間
の診療不可、食事提供不可など）
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能登半島地震発生 2024.1.1

甚大な被害

【出典（上２枚）】共同通信

発生するアンバランス 【出典（左）】毎日新聞社

被災地外からの支援

【出典（下２枚）】ＮＨＫ
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埼玉県の災害時医療体制 （全国で同様のスキーム）
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① 県庁の拠点
（保健医療調整本部）

② 二次医療圏の拠点
（地域における調整本部）

※発災～数日は病院（期間は目安）
※発災後数日を目途に保健所に移行

③ 市町村の拠点
（保健センター等）

情報集約
資源配分
（モノ・ヒト）

国・協定締結機関等
県三師会等関係団体

避難所・救護所

医療機関

情報集約
資源配分
（モノ・ヒト）

情報集約

資源配分
（モノ・ヒト）

情報集約

資源配分
（モノ・ヒト）

情報集約

資源配分
（モノ・ヒト）



資源配分（モノ・ヒト）
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【モノ】・・・物資、ライフライン、医薬品等

【ヒト】・・・保健医療活動チーム、三師会の医療従事者等

〇ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）
都道府県の要請に基づき、県庁、災害現場、医療施設等において、本部活動、搬送、医療活
動等を行う。災害発生直後から医療活動を開始できる機動力がある。

〇日本赤十字社救護班
ＤＭＡＴと同様、発災直後から活動を開始できるチーム。医療機関の診療支援のほか、救護
所の設置、避難所・救護所での巡回診療等に強みを持つ。

〇ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）
災害発生後、３～４日目以降に被災地に投入される（能登半島地震では１月５日～）。救急
病院の医師等で構成されるＤＭＡＴに対し、一次医療機関の医師や開業医も多いため強みが
異なる。

その他、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）、ＪＤＡＴ（日本災害歯科支援チーム）、
ＪＲＡＴ（リハビリ専門チーム）、ＪＤＡーＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム）、
災害支援ナース など



保健・医療・福祉の活動チーム
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能登半島地震での主な埼玉県内保健医療活動チームの対応

【ＤＭＡＴ（埼玉県が派遣要請）】 ２７隊延べ１２３人

【ＤＭＡＴロジスティックチーム隊員（埼玉県が派遣要請）】 延べ９人

【ＤＰＡＴ（埼玉県が派遣要請）】 ２隊延べ８人

【日本赤十字社コーディネートチーム・救護班】 ２２隊延べ１２０人

【医師会ＪＭＡＴ】 １０隊延べ４４人

【災害支援ナース】 延べ２６人

【薬剤師】 延べ１２人

【ＪＤＡーＤＡＴ（栄養士会）】 ５隊延べ９人

【ＪＤＡＴ（歯科医師会）】 １隊延べ４人

【ＪＲＡＴ（リハビリ）】 １０隊延べ３９人
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保健医療調整本部内の体制（主なもの）
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保健医療調整本部長（県保健医療部長）

・災害医療コーディネーター
・透析災害医療コーディネーター
・災害時小児周産期リエゾン
・薬事災害コーディネーター

ＤＭＡＴ
調整本部

日本赤十字社
コーディネー
トチーム

県医師会
県歯科医師会
県薬剤師会
県看護協会
埼玉ＪＲＡＴ
県栄養士会 等

ＤＰＡＴ
調整本部

ＤＨＥＡＴ

ＤＭＡＴ
【活動拠点本部】
【参集拠点本部】
【病院支援指揮所】
【ＳＣＵ指揮所】

日赤救護班
【病院】
【避難所】
【救護所】

ＪＭＡＴ、ＪＤＡＴ、
薬剤師チーム
災害支援ナース
ＪＲＡＴ、ＪＤＡーＤＡＴ
【避難所】【救護所】

ＤＰＡＴ
【活動拠点本部】
【病院支援指揮所】

保健師
【避難所】

助言



災害関連死を防ぐ（亜急性期以降の問題）

熊本地震（2016年）における死者数

＜

約４倍

直接死の人数
（建物倒壊による圧死、火災による焼死等）

災害関連死（間接死）の人数
（避難後の持病の悪化、自殺等）

発生直後の急性期だけでなく、亜急性期以降の息の長い保健医療活動が重要
→保健所、市町（避難所や救護所の設置・運営を担当）、地元保健医療関係団体の間での
緊密な連携が生命線 9



秩父地域が被災地となった場合の体制整備の流れ（一つの想定）

時間 内容

11月29日
13:00

・秩父地域で震度６強の地震発生 (関東平野北西緑断層帯地震)

・県災害対策本部（保健医療調整本部）設置

・ＤＭＡＴ待機要請

11月29日
14:00

・県保健医療調整本部（県ＤＭＡＴ調整本部）が、秩父市立病院に「ＤＭＡ
Ｔ活動拠点本部」を設置することを決定。県本部からの助言も受けながら、
秩父市立病院の地域災害医療コーディネーターと地域ＤＭＡＴを中心に本部
設置、医療機関の被害に関する情報収集開始。

・県内の災害拠点病院のうち、本地震の被害のない病院に対し、ＤＭＡＴ派
遣要請を発出。県内のＤＭＡＴ５チームが秩父市立病院に向けて出発。

・県保健医療調整本部が、日本赤十字社埼玉県支部に日赤コーディネート
チームと救護班の派遣を要請。日赤チームの本部も、秩父市立病院とするこ
とが決まり、同病院に向けて出発。
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時間 内容

11月29日
16:00以降

・到着したＤＭＡＴが本部運営を引き継ぎ。

・順次到着するＤＭＡＴや日赤救護班が、本部において被災医療機関の評価
と支援を実施。

・管内市町から避難所の設置状況や医療ニーズについて、本部において情報
を集約。搬送手段の確保や管内で調達できない物資、必要な医療チーム数な
どについて、県庁本部と連絡調整。これにより、翌日から山梨県のＤＭＡＴ
が３チーム追加で投入されることが決定。

11月30日
終日

・ＤＭＡＴ中心に医療機関の評価と支援を引き続き実施。診療支援や患者搬
送、物資調達調整など。

・避難所の巡回について、県保健師・市保健師・日赤救護班で計画を策定。

・秩父医療圏保健医療調整本部を設置することを決定。設置場所の選定と調
整を開始。保健所長と地域災害医療コーディネーターを中心とした協議の結
果、秩父保健所に翌日から設置することを決定。当面、ＤＭＡＴ活動拠点本
部は秩父市立病院で継続。

12月1日 ・秩父保健所において、「第１回秩父医療圏保健医療調整本部（地域災害保
健医療対策会議）」を開催。地域災害医療コーディネーター、管内市町、管
内三師会の代表者などが参加。

・翌日にＪＭＡＴの派遣を受けることが決定。また、保健医療活動チームの
参集及び活動の拠点も、秩父市立病院から秩父保健所に移すことを決定。

～ 以後、避難所の保健衛生環境の改善確保等含めて調整を実施 ～
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災害医療コーディネート体制
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○ 災害時に、保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、県保健医療調整本部や
保健所等において、被災地の保健医療ニーズの把握や患者の搬送、保健医療活動チームの派
遣調整等に係る助言や支援を行っていただくコーディネーター等を任命している。

○ コーディネーター等については、平時から研修や訓練等への参画を通じて、人材の養成を
行うとともに、連携を強化している。

【写真】
研修の様子

H30.4.1 R7.4.1

災害医療
コーディネーター ５人 ８人

地域災害医療
コーディネーター ４７人 ６３人

透析災害医療
コーディネーター ２人 ２人

災害時小児周産期
リエゾン ４０人 ７５人

薬事災害
コーディネーター ０人 ２２１人



埼玉県の災害拠点病院（22病院）
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災害拠点病院の主な機能

○ ２４時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが
可能な体制を有する。

○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制がある。

○ 業務継続計画（ＢＣＰ）を整備する。

○ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会等とともに定期的な訓練を実施し、災害時には
地域の医療機関への支援を行う。

○ 災害時における患者の多数発生時（通常時の2倍の入院患者、通常時の5倍程度の外来患者
を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有する。

○ 病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有する。

○ 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を有し、３日分程度の備蓄燃料を確保する。

○ 災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持するための水を確保する（受水槽等）。

○ 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備する。

○ 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、
３日分程度を備蓄する。
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埼玉県の災害時連携病院（27病院）

埼玉県５か年計画に定める目標

→ ３５病院（令和８年度末）

・春日部市立医療センター

・東松山市立市民病院

・公平病院

・イムス三芳

・イムス富士見

総合病院

総合病院

・旭ヶ丘病院

・吉川中央総合病院

・熊谷外科病院
・埼玉慈恵病院
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災害時連携病院の主な機能

○ 災害発生時に被災地内の傷病者等の受入及び搬出を行うことが可能な体制を有する。

○ 被災想定や連携する災害拠点病院の災害時の患者受入能力等、地域の実情に応じた患者受
入体制の充実に努める。

○ 埼玉地域ＤＭＡＴ（埼玉県が独自に登録する県内で活動する医療チーム）を１チーム保有する。

○ 災害発生時に他の医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対
応の担当者を定めておく等の体制を整える。

○ 第二次救急医療機関である。

○ 業務継続計画（ＢＣＰ）を整備する。

○ 整備されたＢＣＰに基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施するとともに、
地域の災害拠点病院等との定期的な連携訓練を実施する。

○ 災害時に医療機関としての機能を維持するため自家発電機等を保有する。

○ 災害時の診療に必要な水を確保する。

○ 衛星電話などの、衛星通信を用いた通信手段を保有する。

○ 食料、飲料水、医薬品等について３日分程度を備蓄する。
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広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

○ 災害時に、医療機関の患者の受入れ可否等の情報やライフラインの稼働状況、ＤＭＡＴの
活動状況等の情報を、一元的に収集・提供して、関係者間で共有することにより、災害時の
迅速な支援活動に役立てるシステム

○ 国が整備し、全都道府県において導入されている（3月29日から新システムに移行）。

主な機能① 被災地の医療機関の被害状況把握

≪入力≫

ＥＭＩＳ

埼玉県保健医療調整本部

厚生労働省
（DMAT事務局）

保健所

市町村

保健医療活動チーム
（DMAT、日赤等）

≪情報活用≫

≪支援≫

被災地の医療機関
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広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

主な機能② ＤＭＡＴを始めとする救護班の活動状況の把握

被災地で活動する
保健医療活動チーム

ＥＭＩＳ

≪入力≫

・準備中
・移動中
・活動中

など

埼玉県保健医療
調整本部

厚生労働省
（ＤＭＡＴ事務局）

日本赤十字社
（本社、支部）

日本医師会
（埼玉県医師会）

情報
活用

≪指揮≫ など

18



広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

医療機関が被災情報を入力
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広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

DMAT等の支援チームが活動状況を入力
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広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

EMISからD24Hへのリンク
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Ｄ２４Ｈについて

避難所情報の確認が可能
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Ｄ２４Ｈについて
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Ｄ２４Ｈについて
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Ｄ２４Ｈについて
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